
「より利用しやすい料金」の実現に向けて

名古屋高速道路公社

第３６回

名古屋高速道路公社料金問題調査会

参考資料



S48 道路審議会答申（国）

公平負担の観点からは対距離料金制が望ましいが、都市高速道路では、以下の理由に
より、均一料金が妥当

① （料金収受の迅速化）
都市高速道路では、大量の交通を能率よく円滑に処理することが重要であり、対距離料

金制を採用すれば、料金体系が複雑化し、料金徴収事務に負担がかかり、利用者には時
間的損失を与えることとなる。

②（出路の料金所設置が困難）
対距離料金制を採用すると、構造上出路に付加的スペースが必要となるが、現実問題

として入手することは困難。

③（長期的トリップ長の類似分布で負担の公平と矛盾しない）
都市高速道路を利用する車両は、業務交通を主体としており、そのトリップは、非定型的

かつ極めて流動的であること及び都市高速道路が網を形成していることから、一定の圏域
においては、長期的に見れば、それぞれの車両のトリップ長はほぼ類似の分布を示すも
のと推測され、均一料金制を採用するとしても利用者の負担の公平という観点と著しく矛
盾するものではない。

他の都市高速道路と同様に、
道路審議会答申に基づき、第一期供用（S54）より、均一料金制を採用し現在に至る

現行料金制度の経緯

1



名古屋高速道路が採用する均一料金制の利点 （公社HPより）

①料金体系が簡素なため料金収受にかかるコストが抑えられること
②利用距離が長いほど割安となるため、長距離交通の高速利用を促すことから、
平面道路との役割分担の効果が高くなること

均一料金制の利点
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H16.10 全料金所でETC運用開始18.1％

H25.11 全線開通（81.2km）

H24.1 首都（阪神）対距離料金制移行

○近年ETCの普及（利用率90%超）により、ETC車に対し出口での迅速な料金収受が可能。

○首都（阪神）高速道路が、H24年1月より均一料金制から対距離料金制に移行。

○全線完成を契機に、均一料金制の利点も踏まえつつ現行料金制度を検証し、ETC利用
を前提とした「より利用しやすい料金」の実現に向け料金制度の検討を行う。

S48 道路審議会答申（国）

料金環境の変化

H25.4 ETC利用率90%に到達

S54.7 第一期開通（均一料金制採用）

より利用しやすい料金の実現に取り組む
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検討にあたっての基本的視点（案）

基本的視点（案）

お客様

まちづくり（交通機能）

健全な事業経営

・・・・・

・・・・・

・・・・・

○公平性（受益と負担）

○料金水準・支払回数

○サービス提供（安全・安心・快適） 等

○名二環の迂回・分散機能

○名高速の定時性・高速性の確保

○一般道への影響、交通分担率 等

○確実な債務償還

○利用促進 等

関連高速道路の状況
○幹線道路ネットワークの整備状況

○周辺高速道路等の料金動向
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検討の進め方（案）

より利用し易い料金（案）

調査・データ収集
○全線開通後の最新交通量・利用経路調査

○料金とお客様の行動変化、ニーズ調査 等
・・・・・

前提条件の整理 ○調査結果を基にシミュレーション検討案を

策定（料金水準、割引など）

・・・・・

○料金シミュレーション計算・・・・・

料金制度の検証 ○現行料金体系も含め総合的に検討

（ex お客様視点、まちづくりの確保、健全な事業経営 等）

・・・・・

○必要に応じ実験等により検証・・・・・

◎「より利用し易い料金」の実現に向け、関係機関（愛知県・名古屋市・公社）で構成する「名古屋高速
道路の料金とサービスのあり方に関する検討会」において検討に取り組む。

◎準備が整い次第、料金問題調査会に諮問をお願いするとともに、お客様から広くご意見を頂く場(利
用者団体・モニターヒアリング、アンケート等)を積極的に設け、制度設計に活かすよう取り組む。

基本的視点から検証

＊実験による観測、アンケート調査等を実施

(諮問)

(答申)

お客様から広くご意見

H26～

概ね
2年程度

料金問題調査会

料金問題調査会

料金体系毎のシミュレーション
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均一料金制と対距離料金制参 考

首都高速道路、阪神高速道路、広島高速
道路

・料金体系が複雑で分かり難い

・利用出口の把握ができない現金支払車
は、上限料金での課金となりETC車と料
金負担に差が生じる

・利用の程度に応じた公平負担

・短距離の利用がし易いことや交通状況に
応じた経路選択の自由度が高いなどのこ
とから、高速道路の有効活用が図られる

対距離料金制均一料金制

福岡高速道路、北九州高速道路、名古屋
高速道路

都市高速

での採用

・ネットワークの拡大により、利用距離に
ばらつきが生じると、短距離利用と中・長
距離利用で不公平感が生じる

課題

・料金体系が簡素で分かり易い

・利用距離が長いほど割安となるため、長
距離交通の高速利用を促し、平面道路
との役割分担の効果が高い

特徴

※ 一般的な知見に基づき、均一料金制と対距離料金制の特徴、課題を整理したもの

※整理においては、出口料金所を新たに設けることなく距離に応じた課金が可能なETC設備の活用
を前提とし、建設スペースが確保できない出口料金所の設置は想定していない
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他の都市高速の事例参 考

出典：首都高速道路株式会社ホームページ

※2008年度は当初の目標で、
実際は2012年1月より移行
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